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入  札  公  告（建設工事） 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

令和３年12月１日 

                     国家公務員共済組合連合会 

理事長  松  元   崇 

 

１  工事概要 

（1） 工 事 名  九段合同庁舎 １階事務室改修工事 

（2） 工事場所  東京都千代田区九段南１丁目１番10号 

（3） 工事内容  本工事は、九段合同庁舎１階事務室改修工事(内装改修、電気設   

            備改修、機械設備改修、解体撤去工事一式)の施工を行うものであ 

       る。 

        敷地面積 6,090㎡ 

１．建物 

１) 庁舎 

構  造:鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造・ 

鉄筋コンクリート造 地上14階 地下２階  

建築面積: 約2,000㎡ 

延べ面積: 約34,300㎡ 

用  途: 庁舎 

（4） 工    期  落札決定の日から令和４年８月24日まで 

２  競争参加資格 

一般競争入札に参加する者として次の条件のすべてを満足している者とします。 

（1） 本件契約を締結する能力を有する者であること又は破産者であった者は既

に復権を得ていること。 

（2） ３（3）の競争参加申込書の提出期限の日から起算して２年前の日以降にお

いて、次に掲げる者の一に該当していないこと。 

代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とします。 

①  契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料等の品質若しくは
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数量に関して不正の行為をした者 

② 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益

を得るために連合した者 

③  落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

④  監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

⑤  当会に提出した書類に虚偽の記載をした者 

⑥  正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

⑦  その他当会に著しい損害を与えた者 

⑧  ①から⑦までに該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の

履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

⑨  ①から⑧までに該当する者を入札代理人として使用する者 

（3） 令和３・４年度の当会における建築一式工事に係る競争参加資格審査を

受け、当該審査時における審査数値（建設業法（昭和24年法律第100号）第

27条の29第１項における建築一式工事の総合評価値）が950点以上で、東京

都、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県に本社又は支店等の営業拠点を有

すること。 

（4） 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再

生法に基づき再生手続の申立てがなされている者（上記(3)の再審査を受け

た者を除く）でないこと。 

（5） ３（3）の競争参加申込書の提出期限の日から開札の時までの期間に、

当会又は国等から指名停止若しくはこれに類する措置を受けていないこ

と。 

   また、本工事において当会又は国等から指名停止若しくはこれに類する

措置を受けている事業者と下請契約を結ばないこと。 

(6)  平成18年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記(ア)又は

(イ)いずれかの要件を満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の構

成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る。)。 

(ア)  鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築

物内部の改修延べ床面積が500㎡以上の全面改修工事(電気設備、機

械設備を含む。)  

(イ) 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築
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物で、延べ床面積500㎡以上の建築一式(躯体、外装、内装、電気設

備、機械設備を含む新築又は増築)工事。 

（7） 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置で

きること。 

   なお、建設業法（昭和24年法律第100号）第26条第３項及び建設業法施行

令（昭和31年政令第273号）第27条第１項に該当する場合は、当該技術者は

専任でなければならない。 

①  １級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者である 

こと。 

②  監理技術者にあっては、監理技術者資格者証（講習修了履歴を含む）を

有する者であること。 

③ 配置予定の主任（監理）技術者は競争参加申し込み者と直接的かつ恒常

的な雇用関係にあること。なお、恒常的な雇用関係とは、競争参加申込書

等の提出期限の日以前に３ヶ月以上の雇用関係があることをいう。 

（8） 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準

ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続してい

る者でないこと。 

３  入札手続等 

（1） 担当部課 

      〒102-8081 

      東京都千代田区九段南１-１-10 九段合同庁舎（９階） 

      国家公務員共済組合連合会 管財･営繕部 営繕課 電話03-3222-1841 

                          FAX 03-3222-3717 

（2） 入札説明書及び設計図書の交付期間、場所及び方法 

①  入札説明書   

令和３年12月１日（水）から同年12月14日（火）までの間に当会のホー

ムページからダウンロードしてください。 

② 設計図書等   

 (ｲ)  申込書を持参又は宅配便等で提出した者には、競争参加資格を確認し

た後、交付します。 

(ﾛ)  交付方法 

(a)  当会ホームページからダウンロードしてください。 
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(b)  競争参加資格を確認後、ダウンロードに必要なパスワードを通知

いたします。  

(C) 図書の他に質疑のための書式（ＥＸＣＥＬ）も合わせてダウンロー

ドしてください。 

（3） 競争参加申込書及び競争参加資格確認のための資料（以下「資料」という。）

の提出期間、場所及び方法 

令和３年12月１日（水）から同年12月14日（火）までの土曜日、日曜日及

び祝日を除く毎日、午前10時から正午まで、及び午後１時から午後４時まで、

上記３（1）に、持参又は宅配便等で提出してください。 

なお、宅配便等で提出する場合は、最終日の午後４時までに必着とします。 

（4） 入札及び開札 

①  日    時：令和４年１月25日（火） 午後４時 

②  場    所：九段合同庁舎(10階 特別会議室) 

③  提  出：上記 ② に持参してください（郵送及び電送による入札は認

めません。）。 

  ④ 入札の無効 

      本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加申込書又は

資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は

無効とします。 

４ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金 免除 

(2) 契約保証金 

受注者は、この契約の締結と同時に、契約保証金の納付に代わる次のいずれ

かの保証を付さなければなりません。 

①  この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀   

行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保

証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第２条第４項に規定する保証

事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

②  この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

③   この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険 

契約の締結   

５ 落札者の決定方法 
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当会であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入

札した者（以下「最低価格入札者」という。）を落札者とします。ただし、次の

①、②の場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者の

うち最低の価格をもって入札した者（以下「次順位者」という。）を落札者と決

定するものとします。 

① 最低価格入札者と契約を締結することが、公正な取引の秩序を乱すことと

なるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。 

② 最低価格入札者の入札価格が、６の調査の結果、契約の内容に適合した 

履行がなされないおそれがあると認められるとき。 

６ 低入札価格調査 

(1)  入札の結果、当会が調査基準価格を定める入札において、最低価格入札者

の入札価格が当該調査基準価格を下回る価格であった場合、又は調査基準価

格を定めない入札において、最低価格入札者の入札価格が著しく低い場合は、

落札者の決定を保留したうえで、最低価格入札者について、その入札価格に

よっては契約の内容に適合した履行を行うことができないおそれがあると認

められるか否かについて調査（以下「低入札価格調査」という。）を行います。 

(2)  最低価格入札者は、低入札価格調査を実施することとなった場合、当会の

調査協力要請 に応じなければなりません。  

(3)  低入札価格調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそ

れがあると認められるときはその者を失格とします。 

  当会の調査協力要請に応じない者も同様とします。 

(4)  上記(3)の場合は、次順位者を落札者と決定するものとします。 

ただし、次順位者の入札価格が低入札価格調査の対象となるものである 

場合には、上記(1)から(3)までと同様の手続によります。 

７ 契約日  契約日は、落札者を決定した日とします。 

８  その他 

(1) 手続において使用する言語及び通貨   日本語及び日本国通貨に限ります。 

(2) 手続における交渉の有無 無 

(3) 契約書の作成の要否  要 

(4) 関連情報を手に入れるための照会窓口    上記３（1） 

(5) 詳細は入札説明書によります。 
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入 札 説 明 書 

 

 国家公務員共済組合連合会（以下「連合会」という。）の建設工事に係る入札公告に

基づく一般競争入札等については、この入札説明書によるものとします。 

 

１ 公 告 日   令和３年12月１日 

２ 契約担当者 

国家公務員共済組合連合会  理事長 松 元  崇  

東京都千代田区九段南１-１-10 九段合同庁舎 

３ 工事概要 

（1） 工 事 名  九段合同庁舎 1階事務室改修工事 

（2） 工事場所  東京都千代田区九段南１丁目１番10号 

(3)  工事内容 別冊図面のとおり。 

（4） 工    期  落札決定の日から令和４年８月24日まで 

４ 担当部課 

〒102－8081  東京都千代田区九段南１-１-10  九段合同庁舎(９階) 

国家公務員共済組合連合会  管財･営繕部 営繕課 電話03-3222-1841 

                       FAX 03-3222-3717 

５ 競争参加資格 

一般競争入札に参加する者として、次の条件のすべてを満足しているものとします。 

(1)  本件契約を締結する能力を有する者であること又は破産者であった者は既に復

権を得ていること。 

(2)  ６（2）の申込書の提出期限の日から起算して２年前の日以降において、次に掲

げる者の一に該当していないこと。 

代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とします。 

①   契約の履行に当り故意に履行を粗雑にし、又は材料等の品質若しくは数量に

関して不正の行為をした者 

②   公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得

るために連合した者 

③  落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 
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④  監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

⑤  連合会に提出した書類に虚偽の記載をした者 

⑥  正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

⑦  その他連合会に著しい損害を与えた者 

⑧  ①から⑦までに該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行に

当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

⑨  ①から⑧までに該当する者を入札代理人として使用する者 

（3）令和３・４年度の当会における建築一式工事に係る競争参加資格審査を受け、当

該審査時における審査数値（建設業法（昭和24年法律第100号）第27条の29第１項

における建築一式工事の総合評価値）が950点以上で、東京都、埼玉県、千葉県、

神奈川県及び山梨県に本社又は支店等の営業拠点を有すること。 

 (4)  会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続の申立てがなされている者（上記(3)の再審査を受けた者を除く）で

ないこと。 

(5)  ６（2）の競争参加申込書の提出期限の日から開札の時までの期間に、当会又は

国等から指名停止若しくはこれに類する措置を受けていないこと。 

   また、本工事において当会又は国等から指名停止若しくはこれに類する措置を受

けている事業者と下請契約を結ばないこと。 

(6)  平成18年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記(ア)又は(イ)い

ずれかの要件を満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての

実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る。)。 

(ア)  鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物内部の

改修延べ床面積が500㎡以上の全面改修工事(電気設備、機械設備を含む。)  

(イ) 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物で、延

べ床面積500㎡以上の建築一式(躯体、外装、内装、電気設備、機械設備を含

む新築又は増築)工事。 

（7） 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。 

   なお、建設業法（昭和24年法律第100号）第26条第３項及び建設業法施行令（昭

和31年政令第273号）第27条第１項に該当する場合は、当該技術者は専任でなけれ

ばならない。 
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①  １級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 

②  監理技術者にあっては、監理技術者資格者証（講習修了履歴を含む。）を有

する者であること。 

③ 配置予定の主任（監理）技術者は競争参加申し込み者と直接的かつ恒常的な

雇用関係にあること。なお、恒常的な雇用関係とは、競争参加申込書等の提出

期限の日以前に３ヶ月以上の雇用関係があることをいう。 

（8）  配置予定技術者の変更は、病気、死亡、退職等やむを得ない理由によるものの

外、認められません。 

なお、病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、上

記(7)に掲げる基準を満たし、かつ、当初配置予定の技術者と同等以上の者を配置

しなければなりません。 

(9)  警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるも

のとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

(10)   上記３に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは

人事面において関連がある建設業者でないこと。 

   なお、「３に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者です。 

      株式会社浦野設計 東京本社 

また、「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、

次の①又は②に該当する者です。 

①  当該受託者の発行済み株式総数の 100分の 50を超える株式を有し、又は

その出資の総額の 100分の 50を超える出資をしている建設業者 

②  建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼

ねている場合における当該建設業者 

６ 競争参加の申込み 

(1)  本競争の参加希望者は、競争参加申込書（別記様式1、以下「申込書」という。）

に、競争参加資格を証明する資料(以下「資料」という。)を添えて 代表者名 で連

合会へ提出してください。 

(2)  申込書等の提出期間等 

申込書及び（1）の資料(以下「申込書等」という。)の提出期間等は、次のとお

りです。 

①  持参する場合 
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(ｲ)  提出期間：令和３年12月１日（水）から同年12月14日（火）まで 

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

(ﾛ)   提出時間：午前10時から正午まで、及び午後１時から午後４時まで 

(ﾊ)   提出場所：４に同じ。 

(ﾆ)   提出方法：申込書等の提出は、提出場所へ持参することにより行うものと

します。 

  ② 宅配便等で提出する場合 

  (ｲ)   提出期間：上記 ①（ｲ）の最終日、午後４時までに必着とする。 

(ﾛ)   提出場所：４に同じ。 

(ﾊ)   提出方法：申込書等の提出は、宅配便等で提出するものとします。 

(3)  申込書等を(2)の提出期限までに提出しない者は、本競争に参加することができ

ません。 

(4)  資料は、次に従い作成してください。 

①   施工実績 

上記５（6）に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を別

記様式２に記載すること。 

②  契約書 

上記①の施工実績として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。た

だし、契約書の写しで施工規模等を判断できない場合は、施工規模等を証明でき

る施工証明書等を添付すること。 

なお、建設工事共同企業体で施工したものを施工実績として提出する場合は、 

当該建設工事共同企業体の協定書の写しも併せて提出すること。 

③  配置予定の技術者 

５（7）に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格及び申込

時における他工事の従事状況等を別記様式３に記載すること。 

なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び申込時における他工

事の従事状況等を記載することもできます。 

また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合におい

て、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなく

なったときは、入札してはならず、申込書を提出した者は、直ちに当該申込書の
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取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置する

ことができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止を行うことが

あります。 

（5）会社の支店長等が支店長等の資格で受任しようとする場合は、委任状（Ａ）(別記

様式４)を申込書等に添付して提出してください。 ただし、この場合でも、競争参

加申込書（別記様式１）と誓約書（別記様式８）は、代表者名 での提出となります。 

（6） 競争参加資格がないと認められた者には、令和３年12月15日（水）までに、その

旨を通知します。 

なお、同日までに通知又は連絡がない場合は、連合会において競争参加資格があ

る旨確認されていますので、本競争に参加することができます。 

（7） その他 

①  申込書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。 

②  提出された申込書等は、返却しないこととします。 

③  提出された申込書等は、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しませ 

ん。 

④  提出期限以降における申込書等の差替え及び再提出は認めません。 

⑤  申込書等に関する問い合わせ先は、４のとおりです。 

⑥  ５の(9)について、誓約書（別記様式８）を提出してください。 

⑦ 図書及び質疑の送付先として、連絡票（別記様式７）を提出してください。 

７ 入札説明書等に対する質問 

（1） この入札説明書等（競争参加資格を確認した後交付する設計図書、契約書（案）

を含む）に対する質問は、次に従い提出してください。 

①  提出期間：令和３年12月１日（水）から同年12月24日（金）まで 

②  提出時間：上記①の最終日、午後４時まで 

③  提 出 先：競争参加申込書提出後、送付先アドレスを連絡します。 

④  提出書類：競争参加申込書提出後、当会ホームページから質疑書（ＥＸＣＥＬ） 

    をダウンロードしてください。 

⑤  質問の有無に係わらず、送付先アドレスに電子メールによる提出をしてくだ 

さい。 

（2）（1）の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧又は電子メールによる返信をします。 
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なお、入札参加者より質疑が無かった場合は、連合会からは質疑の返信はしません。 

①   閲覧期間：令和４年１月11日（火）から同年１月24日（月）までの 

午前10時から正午まで、及び午後１時から午後４時まで 

②   場    所：４に同じ。 

③  電子メール返信：連絡票（別記様式７）の質疑回答先に記載されたメールア

ドレスに、電子メールにて、上記①の初日、午前10時から返信します。 

８ 設計図書 

（1）  設計図書等の交付 

① 申込書を持参又は宅配便等で提出した者には、競争参加資格を確認した後、交

付いたします。  

②  交付方法 

(ｲ)  当会ホームページからダウンロードしてください。 

(ﾛ)  競争参加資格を確認後、ダウンロードに必要なパスワードを電子メールで通

知書を送付いたします。  

（2）  設計図書等を取得しない者は、連合会より競争参加資格があると認められる者

であっても、本競争に参加することができません。 

９ 入札及び開札 

（1） 日    時：令和４年１月25日（火） 午後４時 

（2） 場    所：九段合同庁舎(10階 特別会議室) 

（3） 提  出：上記（2）に持参してください。 

（郵送及び電送による入札は認めません。） 

１０ 入札手続等 

（1） 入札書 

入札者は、入札書（別記様式５）を作成し、封をした上、入札者の氏名を表記し、

９に示した日時及び場所に持参して入札してください。 

なお、郵送及び電送によるものは受け付けません。 

（2） 入札代理人 

①  入札者は、代理人（入札参加者により作成された入札書を伝達する使者は含ま 

ない。）をして入札させる場合には、委任状（Ｂ）（別記様式６）を持参させ、 

入札前に必ずその委任状を契約担当者に提出しなければなりません。ただし、委
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任状（Ａ）（別記様式４）を提出している場合には、委任状（Ｂ）は委任状（Ａ）

の受任者が委任することとなります。 

②  入札者は、次の各項のいずれかに該当する者に入札の行為を委任し、または入 

札の代理人とすることはできません。 

(ｲ) 法人企業の場合は、その役員および使用人以外の者 

(ﾛ) 個人企業の場合は、入札執行者が入札参加者を代表するに足りると認める以 

外の者 

(ﾊ) 入札者又はその代理人は、当該入札において他の入札者の代理人を兼ねる者 

（3） 入札等 

①  入札者は、設計図書、契約書（案）及び現場等を熟知のうえ入札してください。 

この場合、これらの書類その他について疑義があるときは、関係職員の説明を求 

めることができます。 

②  入札の金額は、特に示さない限り消費税及び地方消費税を含まない額を記載し 

てください。 

③  入札者は、一旦入札した後は開札の前後を問わず、これを引き換え、変更し、 

又は取り消すことはできません。 

④  入札者は、第１回入札額の積算内訳書を持参し、連合会からの提出要請に応じ 

られるよう準備しておいてください。 

（4） 公正な入札の確保 

入札者は、私的独占の禁止及び公正な取引の確保に関する法律（昭和22年法律 

第54号）等に抵触する行為を行ってはいけません。 

（5） 入札の取りやめ等 

入札者が連合し、又は不穏の行動をする等の場合において、競争を公正に執行す 

ることができないと認められるときは、当該入札者を競争に参加させず、又は入札 

の執行を延期し、若しくは入札を取りやめることがあります。 

（6） 開 札 

開札は、９で示した日時及び場所に入札者が立会いのうえその面前で行います。 

（7） 入札の無効 

①  次の各号の一に該当する入札は無効とします。 

（ｲ）  競争に参加する資格のない者のした入札 
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（ﾛ）  申込書等に虚偽の記載をした者の入札 

（ﾊ）  委任状の提出がない代理人のした入札 

（ﾆ）  記名及び押印のない入札書による入札 

（ﾎ）  金額を訂正した入札 

（ﾍ）  誤字、脱字等により意思表示の内容が不明瞭な入札 

（ﾄ）  明らかに連合によると認められる入札又は妨害行為を行った者の入札 

（ﾁ）  同一の競争入札について、他の入札者の代理人を兼ね、又は２以上の入

札書を差し入れた者の入札 

（ﾘ）  その他連合会が定めた競争入札に関する条件に違反した入札 

②  無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。 

１１ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金 免除 

(2) 契約保証金  

受注者は、この契約の締結と同時に、契約保証金の納付に代わる次のいずれかの

保証を付さなければなりません。 

  ① この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注 

   者が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関す 

   る法律（昭和27年法律第184号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。 

   以下同じ。）の保証  

  ② この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証  

  ③ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約 

の締結  

１２ 再度入札 

開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札者がないときは、直ちに再度 

入札を行います。 

なお、再度入札は、２回目以降も行われる場合がありますので、入札書(用紙)の 

予備を用意しておいてください。 

１３  落札者の決定方法 

当会であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札 
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した者（以下「最低価格入札者」という。）を落札者とします。 

なお、入札の結果、落札者となるべき同価格の入札者が２人以上あるときは、当 

該入札をした者によるくじ引きにより落札者を決定します。ただし、次の①、②の

場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価

格をもって入札した者（以下「次順位者」という。）を落札者と決定するものとし

ます。 

① 最低価格入札者と契約を締結することが、公正な取引の秩序を乱すこととなる 

おそれがあって著しく不適当であると認められるとき。 

② 最低価格入札者の入札価格が、14の調査の結果、契約の内容に適合した履行 

がなされないおそれがあると認められるとき。 

１４  低入札価格調査 

(1)  入札の結果、当会が調査基準価格を定める入札において、最低価格入札者の入札 

価格が当該調査基準価格を下回る価格であった場合、又は調査基準価格を定めない 

入札において、最低価格入札者の入札価格が著しく低い場合は、落札者の決定を保 

留した上で、最低価格入札者について、その入札価格によっては契約の内容に適合 

した履行を行うことができないおそれがあると認められるか否かについて調査（以 

下「低入札価格調査」という。）を行います。 

(2)  最低価格入札者は、低入札価格調査を実施することとなった場合、当会の 調査

協 

力要請に応じなければなりません。 

(3)  低入札価格調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあ 

ると認められるときはその者を失格とします。 

  当会の調査協力要請に応じない者も同様とします。 

(4)  上記(3)の場合は、次順位者を落札者と決定するものとします。ただし、次順位

者の入札価格が低入札価格調査の対象となるものである場合には、上記(1)から(3)

までと同様の手続によります。 

(5)  調査の結果、当該入札した者の入札価格により契約の内容に適合した履行がなさ 

れると認めたときは、落札者には落札した旨を通知するとともに、その他の入札者 

には落札の決定があった旨を通知します。 

(6)  調査の期間に伴う当該業務の履行期間延長は行いません。 
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１５ 契約日   契約日は、落札者を決定した日とします。 

１６ 異議の申立 

入札者は、入札後において、入札説明書、設計図書、契約書（案）及び現場等に

ついて、不明なことを理由に異議を申し立てることはできません。 

１７ 手続における交渉の有無 無 

１８ 支払条件  

(1) 前払金 

      公共工事の前払金保証事業会社と保証契約を締結し、当該保証証書を添えて、    

   工事請負金額の「10分の３」以内の額の前払金を請求することができます。 

 (2) 部分払    工事期間中１回以内とします。 

(3) 完成払    契約目的物件の引渡し後、支払うものとします。 

１９ 火災保険等付保の要否  要 

２０ 工事施工に当たっての一般注意事項 

（1）  工事の監理 

①  工事の監理は、連合会所定の請負工事監督及び検査要領により行います。 

なお、必要に応じその一部を監理業務委託契約により、第三者に委託して行わ 

せることがあります。 

②   この工事の監督職員は、別途通知します。 

２１ 関連情報を入手するための照会窓口 ４に同じ。 

２２ その他 

（1） 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 

（2） 申込書等に虚偽の記載をした場合には、指名停止を行うことがあります。 



別記様式1 

 

競  争 参 加 申  込 書 

 

                           令和  年  月  日 

 

国 家 公務 員共 済 組合 連合会               E 

  
理事長  松 元  崇  殿 

 

 

               住     所 
 
 

               商号又は名称 
 
 

               代 表 者 氏 名                            印 

 

 

 

 

 

 

 

この度、九段合同庁舎 1階事務室改修工事（追加工事等を含む。）の競争入札

に参加するため、競争参加資格を証明する資料を添えて申し込みます。 

なお、この申込書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約し

ます。 

 

当会の受付番号４桁を次に記載すること。（受付番号       ） 

                    ※この欄は記載しないでください。 

       

点 数 
( ﾗ ﾝ ｸ ) 

点 
(  ） 営業拠点  

 



別記様式2 
令和    年    月    日 

 
 

同 種 工 事 の 施 工 実 績 
 

 

会      社      名       E  

A工 事 名       E  

A発 注 機 関 名       E  

A施 工 場 所       E  

A構 造       E                        造                 階建 

A規 模       E          延床面積                           ㎡ 

A契 約 金 額       E                                           千円 

A期 間       E ～ 

A受 注 形 態       E 単体           企業体（           ％） 

 
（注）工事の証明ができる資料（契約書・工事カルテ・図面等）を添付すること。 

 

 

 



別記様式3 
令和    年    月    日 

主任（監理）技術者の資格・工事経験 
 

      商号又は名称：                                      

配置予定技術者の従事役職・氏名 主任・監理 技術者・氏名 

最 終 学 歴 ・ 経 験 年 数 ・ 

法 令 に よ る 資 格 ・ 免 許  

工事の経 

験の概要 

工 事 名 

  

発 注 機 関 名 

工 事 場 所 

契 約 金 額 

期 間 

従 事 役 職 

工事概要 

構 造 

規 模 

発 注 形 態 

申込時に 

おける他 

工事の従 

事状況等 

工 事 名  

発 注 機 関 名  

期 間 ～ 

従 事 役 職  

本工事と重複する場

合の対応措置 
 

※配置予定技術者の従事役職は、主任又は監理に○で囲むこと。 
※資格・免許の証明ができる資料（免許等の写し）を添付すること。 
※予定技術者が３か月以上在職している証明として 健康保険証等の写し を添付すること。 
※工事の証明ができる資料（契約書・工事カルテ・図面等）を添付すること。 
※監理技術者は、監理技術者資格者証（講習修了履歴を含む。）の写しも添付すること。 



別記様式4 

           委  任  状 （Ａ） 

 

                           令和  年  月  日 

 

国 家 公務 員共 済 組合 連合会               E 

  
理事長  松 元  崇  殿 

 

 

 

               住     所 
 

               商号又は名称 
 

               代 表 者 氏 名                            印 

 

  私は、                                              を代理人と定め、 

次の工事について下記の権限を委任します。 

 

          工事名   U九段合同庁舎 1階事務室改修工事 

 

記 

 

 

     １．見積及び入札の件 

     １．工事請負契約締結の件 

     １．工事施工に関する件 

     １．工事請負代金請求及び受領の件 

     １．代理人選任の件 

     １．その他、前各号に関する一切の件 

 

 

        受任者 

              住    所                                            受任者印鑑 

 

              氏    名 

 

 

 

 



別記様式5 
 

 

入   札   書 
 

 

 

１.  工 事 名        九段合同庁舎 1 階事務室改修工事 

 

 

２.  入 札 金 額                                            円 

 

 

 

 

入 札 説 明 書 及 び 設 計 図 書 等 を 承 諾 の 上 、 入 札 し ま す 。                                E 

Aなお、 入札 金額 は消 費税 及び 地方 消 費税を 含み ませ ん。                               E 

 

 

 令和    年    月    日 

 

 

A国 家 公務 員共 済 組合 連合会               E 

  
理事長  松 元  崇  殿 

 

 

 

 

 

               住     所 
 

               商号又は名称 
 

               代 表 者 氏 名                             
 

                           代    理    人                   印 

 

 

 

 

 

 

（注） 代理人が入札をするときは、当該代理人の氏名を記載し、押印すること。 

 

 

 



別記様式6 

 

委  任  状 （Ｂ） 

 

                           令和  年  月  日 

 

A国 家 公務 員共 済 組合 連合会               E 

  
理事長  松 元  崇  殿 

 

 

 

               住     所 
 

               商号又は名称 
 

               代 表 者 氏 名                            印 

 

 

        私は、下記の者を代理人に定め次の権限を委任します。 

    

        委任事項 

                  U九段合同庁舎 1階事務室改修工事 

の見積及び入札について 

 

        受任者 

              住    所 

              氏    名 

 

 

        受任者自署                                                   受任者印鑑 

 

              氏    名 

 
 
 
 



別記様式7 

連 絡 票 

 

工事名：九段合同庁舎 1 階事務室改修工 事 

１．設計図書等の送付先 

住 所 〒 

社 名  

担 当 部 署 名  

担 当 者 E

ふ り

A A E 氏 名 E

が な

  

電 話 番 号  

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  

メールアドレス  

  

２．質疑回答先 

住 所 〒 

社 名  

担 当 部 署 名  

A E 担 当 者 E

ふ り

A A E 氏 名 E

が な

  

電 話 番 号  

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  

メールアドレス  

 

※メールアドレスは、半角英数で記載してください。（０「ゼロ」は「Ø」、Ｏ 

「ローマ字」は「Ō」と記載してください。） 

なお、フリーメールは不可とします。 

※２の質疑回答先が１と同じであれば同上と記載してください。 

 

 

 



別記様式8 
令和  年  月  日 

 

 

A国 家 公務 員共 済 組合 連合会               E 

  
理事長  松 元  崇  殿 

 

 

 

住    所 

商号又は名称 

代表者 氏名               ㊞ 

 

誓  約  書  
 

 私は、下記の事項について誓約します。 

 なお、貴会が必要な場合には、警察当局に照会することについて承諾します。 

 また、照会で確認された情報は、今後、私が貴会と行う他の契約における身分確認に

利用することに同意します。 

 
記 

 

１ 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当するものではありません。 

(1)暴力団(暴力団による不当な行為等の防止等に関する法律(平成３年５月 15 日法律

第 77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 

(2)暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) 

(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者 

(4)暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的

若しくは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者 

(5)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

(6)下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上

記(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結

している者 

 

２ １の(2)から(6)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他

の団体又は個人ではありません。 
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